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(57)【要約】
【課題】環境負荷の低い有機化合物に汚染された土壌の無害化処理方法の提供
【解決手段】有機化合物を含んだ土壌と助燃用木質チップとを自燃式炭化装置に投入し、
酸素不足状態で加熱処理し、土壌中の有機化合物を助燃用木質チップとともに熱分解して
炭化させることを特徴とする有機化合物を含んだ土壌の処理方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機化合物を含んだ土壌と助燃用木質チップとを自燃式炭化装置に投入し、酸素不足状
態で加熱処理し、土壌中の有機化合物を助燃用木質チップとともに熱分解して炭化させる
ことを特徴とする有機化合物を含んだ土壌の処理方法。
【請求項２】
　酸素不足状態が、減圧状態である請求項１記載の土壌の処理方法。
【請求項３】
　自燃式炭化装置が、内底部に複数の空気導入孔を有する略密閉式の自燃式炭化炉本体と
、該炉本体内に立設されて上端が炉本体天井部近傍に達する加熱排気筒とを備え、該加熱
排気筒が、下部に炉内空間に連通する排気導入口を備えて、上部が炉外への排気路に繋が
る加熱排気筒である炭化装置である請求項１又は２記載の土壌の処理方法。
【請求項４】
　前記有機化合物が原油、アスファルト、重油、潤滑油、動植物油類、合成油類、軽油、
灯油、ジェット燃料、ガソリン及びナフサ成分から選ばれるものである請求項１～３のい
ずれか１項記載の土壌の処理方法。
【請求項５】
　前記自燃式炭化装置に発生するガスを捕集するフィルターを備え、前記有機化合物が第
一種特定有害物質成分、揮発性有機化合物、ハロゲン化炭化水素系化合物、第三種特定有
害物質成分、化学合成農薬、及びＰＣＢから選ばれる有機化合物である請求項１～４のい
ずれか１項記載の土壌の処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機化合物に汚染された土壌の無害化処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機化合物に汚染された土壌の無害化処理方法としては、従来から以下の方法が知られ
ている。
　（１）高温焼却による無害化処理方法。これは、重油などの化石燃料バーナーや高温電
熱炉で強加熱し、処理するものである。しかし、極めて大量のエネルギーを消費し、大量
の二酸化炭素を排出するという問題がある。また、この手法は、長時間の加熱を要するた
め、電気代や燃料代の点で問題があり、処理効率を高めるために大規模プラントで処理す
る必要があるため、プラントまでの汚染土壌輸送の費用が発生するという問題がある。ま
た、この手法は、熱伝達性のよくない土壌の土砂成分や含水量の多い土砂には容易に適用
できず、水分乾燥後の土砂は、接炎時の上昇気流の影響があるため、焼却炉内で、むらな
く高温になりにくいという問題がある。
【０００３】
　（２）菌やカビなどによる生物学的な分解無害化処理方法。これは、細菌の分解能力を
用い油分などの残留有機物を無害化処理するものである。しかし、菌類を用いる環境再生
法は菌の環境適応性に大きく左右され、土壌の質や常在細菌類の影響を避けられないとい
う問題がある。
【０００４】
　（３）超臨界二酸化炭素による無害化処理方法。しかし、この手法は、連続式であって
も、大規模での汚染土壌の処理は困難であり、二酸化炭素ガスの回収や漏洩等に留意を要
するという問題がある。
【０００５】
　（４）大規模な汚染土壌無害化法であり、汚染された土地へ溶剤や水などを注入し、汚
染原因油分を浮き出させた後、除去する無害化処理方法。これは、保持されている汚染物
質を遊離させるため、他への汚染拡大の可能性が高くなるという問題がある。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の課題は、環境負荷の低い有機化合物に汚染された土壌の無害化処理方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記技術状況に鑑みて、有機化合物に汚染された土壌の無害化処理方法に
ついて鋭意検討を行った結果、自燃式炭化装置内に、有機化合物を含んだ土壌と助燃用木
質チップと投入し、燃焼させるのではなく、酸素不足状態で加熱処理し、土壌中の有機化
合物を助燃用木質チップとともに熱分解して炭化させることにより、低い環境負荷で有機
化合物に汚染された土壌を無害化処理できることを見出し、本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、有機化合物を含んだ土壌と助燃用木質チップとを自燃式炭化装置
に投入し、酸素不足状態で加熱処理し、土壌中の有機化合物を助燃用木質チップとともに
熱分解して炭化させることを特徴とする有機化合物を含んだ土壌の処理方法を提供するも
のである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、国内外において木質系廃棄物とみなされている竹間伐材・剪定材・型
枠廃材などのバイオマス資源を有効活用できる。
　また、本発明によれば、化石燃料消費、すなわち二酸化炭素排出を低く抑えることがで
き、エネルギーコストを抑えることができる。
　また、本発明によれば、土壌を長距離輸送させることなく現地で処理することも可能で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の土壌処理方法は、有機化合物を含んだ土壌と助燃用木質チップとを自燃式炭化
装置に投入し、酸素不足状態で加熱処理し、土壌中の有機化合物を助燃用木質チップとと
もに熱分解して炭化させるものである。本発明で使用される自燃式炭化装置は特に限定さ
れないが、内底部に複数の空気導入孔を有する略密閉式の自燃式炭化炉本体と、該炉本体
内に立設されて上端が炉本体天井部近傍に達する加熱排気筒とを備え、該加熱排気筒が、
下部に炉内空間に連通する排気導入口を備えて、上部が炉外への排気路に繋がる加熱排気
筒である自燃式炭化装置が好ましい。
【００１１】
　自燃式炭化装置は、反応温度を適宜調整できる点で、酸素供給量を調節するためのマイ
コン制御自動バルブを有するのが好ましく、乾留穴を有する炉内排気管と汚染土壌を入れ
るための処理容器と熱分解後の揮発成分を燃焼させるための二次燃焼室を有するのが好ま
しい。なお処理容器はクレーン等での出し入れを可能とすることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明において、炭化装置としては、無害化処理の効率の点で、炉本体内にＳＵ
Ｓ製円筒集合体が立設されているのが好ましい。
　また、自燃式炭化炉は、発生するガスを捕集するフィルターを備えていても良い。
【００１３】
　また、本発明において、炭化装置としては、炉本体の底部に、前記複数の空気導入孔を
設けた内底板と、該内底板の下位に配置した外底板との間で構成される着火室を備え、該
着火室に空気取入れ口及び着火用熱源導入口が設けられているのが好ましい。
　また、炉本体の上部に設けられた材料出入口を開閉する蓋板を有するのが好ましい。
　また、空気導入孔への空気を供給する空気取入れ口と、該空気取入れ口に対する空気供
給量調整手段とを有するのが好ましい。
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【００１４】
　本発明において、自燃式炭化装置としては、具体的には、チャコール豊新社製ＣＥＣ－
３６００Ｆ型及びＣＥＣ－３９００Ｆ型が好ましい。
【００１５】
　本発明の処理方法の対象となる土壌は、有機化合物を含んだ土壌であり、具体的には有
機化合物で汚染された土壌である。当該有機化合物としては、例えば、原油、アスファル
ト、重油、潤滑油、使用済み潤滑油、動植物油類、合成油類、軽油、灯油、ジェット燃料
、ガソリン及びナフサ成分が挙げられ、原油、重油、潤滑油、使用済み潤滑油、軽油が好
ましい。
【００１６】
　有機化合物のうち原油とは、その組成が炭素：８２～８８％、水素：１０～１５％、硫
黄：６％以下のものであり、上記組成の範囲であれば産地は限定されない。すなわちは精
製されていない石油をさす。
　また、有機化合物のうちアスファルトとは、減圧蒸留装置からの分留された減圧残油で
あるストレートアスファルトもしくは高温の空気を吹き込み軟化点を高くしたブローンア
スファルトを指す。
　また、有機化合物のうち、重油とは、原油の常圧蒸留によって得られる残油、あるいは
それを処理して得られる重質の石油製品であり、ＪＩＳ　Ｋ　２２０５で規定されるいず
れかをさす。
【００１７】
　また、有機化合物のうち潤滑油とは、溶剤精製や水素化精製などの精製により得られる
パラフィン系鉱油、ナフテン系鉱油、中間基系鉱油などが挙げられる。合成油としては、
炭化水素系合成油；モノエステル、ジエステル、ポリオールエステル（トリメチロールプ
ロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ネオペンチルジオールエステ
ル、コンプレックスエステル）、ポリグリコールエステル、グリセリンエステル、芳香族
エステルなどのエステル油；アルキル化ジフェニルエーテル、アルキル化トリフェニルエ
ーテル、アルキル化テトラフェニルエーテル、アルキル化ポリフェニルエーテルなどのエ
ーテル油；各種シリコーン油；各種フッ素油などが挙げられる。動植物油としては飽和脂
肪酸もしくは不飽和脂肪酸からなるエステルであり、あるいはそれらの混合物でもよい。
上記潤滑油基油は、単独でも、２種以上を組み合わせたものでもよく、また鉱油と合成油
と動植物油を組み合わせたものでもよい。また各種添加剤が処方されたエンジン油、ギヤ
ー油、油圧作動油、タービン油、軸受け油、摺動面油、圧縮機油、金属加工油、絶縁油、
グリースなどでもよい。添加される添加剤の種類、配合比率にはよらず、広範囲の潤滑油
基油、潤滑油製品において適用される。
【００１８】
　また、有機化合物のうち軽油とは、原油の蒸留によって得られる沸点範囲が１８０～３
５０℃程度の石油製品であり、ＪＩＳ　Ｋ　２２０４で規定されるいずれかをさす。
　また、有機化合物のうち灯油とは、原油の蒸留によって得られる沸点範囲が１７０～２
５０℃程度の石油製品であり、ＪＩＳ　Ｋ　２２０３で規定されるいずれかをさす。
【００１９】
　また、有機化合物のうちジェット燃料とは、ＪＩＳ　Ｋ　２２０９で規定されるＪＥＴ
－Ａ、石油連盟による民間航空機用統一燃料規格ＪＥＴ－Ａ－１、防衛庁仕様・米軍規格
によるＪＰ－４、ＪＰ－５、ＪＰ－８などで規定されるいずれかをさす。
また、有機化合物のうちガソリンとは、原油の蒸留によって得られる沸点範囲が３０～２
２０℃程度の石油製品であり、ＪＩＳ　Ｋ　２２０１、２２０２、２２０６で規定される
いずれかをさす。
　また、有機化合物のうちナフサとは、原油の蒸留によって得られる沸点範囲が３５～１
８０℃程度の石油製品であり、詳しくは沸点範囲が３５～８０℃の軽質ナフサもしくは沸
点範囲が８０～１８０℃の重質ナフサをさす。
【００２０】
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　本発明において、揮発性有機化合物及びハロゲン化炭化水素系化合物としては、フロン
ガス原料、消化剤、脱脂洗浄剤塗料溶剤、抽出剤、医薬（麻酔）、殺虫剤、冷媒、脱脂洗
浄剤、塗料剥離剤、ドライクリーニング溶剤等が挙げられ、具体的には、四塩化炭素、１
，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレンシス、１，２－ジクロロエチレン、１
，３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリク
ロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン及びベンゼンから選ば
れる第一種特定有害物質に区分される化合物が好ましい。
　また、これらの有機化合物を含んだ土壌を本発明方法により処理した場合、ガスが発生
する場合があるため、前記のように、炭化装置には、ガスを補修するフィルターを備えて
いるのが好ましい。ここで、炭化の際にガスを発生する有機化合物としては、有害ガスを
捕集する点で、第一種特定有害物質成分等の揮発性有機化合物、ハロゲン化炭化水素系化
合物、及び第三種特定有害物質成分等の化学合成農薬から選ばれる有機化合物が挙げられ
、第一種特定有害物質成分及び第三種特定有害物質成分から選ばれる有機化合物がより好
ましい。
【００２１】
　本発明において、化学合成農薬としては、除草剤、殺虫剤、土壌殺菌剤、害虫の忌避剤
などの農薬若しくはトランスコンデンサーなどに含まれる絶縁油が挙げられ、シマジン、
チオベンカルブ、チラウム、ポリ塩化ビフェニル及び有機リン化合物単体から選ばれる第
三種特定有害物質に区分される化合物が好ましい。
【００２２】
　本発明で使用する助燃用木質チップとしては、木や竹の間伐材、剪定の切り枝、製材工
程や工程から出る端材や残材、建築に伴う木屑、木や竹を使用した製品の廃棄物や家屋解
体等で生じる廃材の如き様々な不要材、農業廃棄物である藁やもみ殻、更にはナッツ類の
殻のような堅果殻等が挙げられる。
　また、木質チップの大きさや形態にも特に制約はなく、大きさが不揃いでも支障はない
が、余りに大き過ぎては装填密度が低くなってしまい、装填物層内での通気経路が不均等
になり、逆にあまりに小さ過ぎては相互の間隙が小さくなり、共に熱気の下方から上方へ
の伝播を阻害するため、最長部が１～２０ｃｍ程度のもの、特に棒片状のものが推奨され
る。
【００２３】
　本発明方法においては、有機化合物を含んだ土壌と助燃用木質チップの両者を自燃式炭
化装置炉内に投入するが、土壌の量は１００～１００００Ｋｇ程度であり、好ましくは５
００～５０００Ｋｇ程度であり、より好ましくは９００～１０００Ｋｇ程度である。助燃
用木質チップの量は１０Ｋｇ～２００００Ｋｇ程度、４００Ｋｇ～７５００Ｋｇ程度、よ
り好ましくは７００Ｋｇ～１０００Ｋｇ程度である。また、土壌と助燃用木質チップの質
量比は１対０．１～１対２、好ましくは１対０．８～１対１．５、より好ましくは１対０
．９～１対１．５である。
　また、本発明において、土壌中の有機化合物は、無害化処理効率の点で、土壌に対して
０～１０質量％であればよく、０～６質量％が好ましく、１～６質量％がより好ましい。
【００２４】
　自燃式炭化装置は、酸素不足状態で加熱する。ここで、酸素不足状態とは、大気中の酸
素量と比較して、酸素量が少ない状態をさし、窒素置換や減圧による空気除去により達成
しえて、減圧下であることが好ましい。具体的には、６５０～７５０ｍｍＨｇの減圧下、
特に、６５０～７３０ｍｍＨｇの減圧下が好ましい。
【００２５】
　また、処理温度としては、８００～１２００℃が好ましく、後述の処理時間を長時間維
持するため８００～１０００℃がより好ましい。処理時間としては、１２～３６時間が好
ましく、１８～３０時間がより好ましい。
【００２６】
　本発明によれば、上記加熱処理により、土壌中の有機化合物が助燃用木質チップととも
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に熱分解して炭化する。
【００２７】
　本発明において、有機化合物及び土砂を含有する土壌を炉本体内に含有せしめて処理す
るが、処理後の炭化物と土壌を分離させる簡便さの点で、炉本体内に立設されたＳＵＳ製
円筒集合体内に含有せしめて処理するのが好ましい。
【００２８】
　また、本発明は、炉本体の底部から着火するのが好ましく、無害化処理の効率の点で、
炉本体の底部から着火し、着火以降は加熱排気筒内を通る燃焼排ガスの熱気による加熱排
気筒の赤熱、気化熱及び自発熱分解から選ばれる少なくともいずれかによる昇温により処
理が促進されるのがより好ましい。
【００２９】
　本発明処理方法の好適な例としては、自燃式炭化炉の蓋板を開放して、土壌を炉本体内
に立設されたＳＵＳ製円筒集合体内に含有せしめ、助燃用木質チップを炉本体内に含有せ
しめ、炉本体の底部から着火し、着火以降は加熱排気筒内を通る燃焼排ガスの熱気による
加熱排気筒の赤熱、気化熱及び自発熱分解から選ばれる少なくともいずれかにより土壌が
昇温され、自発燃焼し、炉内空間全体が均一な高温状態となり、無害化処理が促進され、
無害化処理が完成する方法が挙げられる。
【００３０】
　以下、実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれに限定されない。
【実施例】
【００３１】
実施例１
　チャコール豊新社製ＣＥＣ－３９００Ｆ型を用い、汚染土壌の処理を行った。
　この処理では、助燃用木質チップとして長さ１～１０ｃｍ，幅１～３ｃｍの竹間伐材チ
ップを８００ｋｇ炉本体に入れ、原油５ｍａｓｓ％、水分１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％を
含む汚染土壌２００ｋｇを入れたＳＵＳ製円筒を炉本体内に４本設置し、その自発熱分解
による昇温後の炉内温度を９００～１０００℃前後に設定し、２４時間処理を行った。
　その結果８００ｋｇの砂、礫、石を含む乾燥した処理済み土壌が７４０～７５０ｋｇ回
収され、処理前の原油臭も完全になくなっていた。
　光イオン化超高感度揮発性有機化合物（ＶＯＣ）検出器による検査でも揮発性成分は検
出限界である０．１ｐｐｍ以下であり、さらに得られた土壌から油分の難揮発性有機成分
検出がないことを完全に証明するため、処理済み土壌を有機溶剤にてソックスレー抽出後
、高感度カスクロマトグラフィー―質量スペクトル測定によりその汚染有機成分の有無を
確認したが、検出下限界以下であり、完全に処理できたものと判断された。
【００３２】
実施例２
　重油５ｍａｓｓ％、水分１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％を含む汚染土壌２００ｋｇを用い
る以外は、実施例１と同様にして処理を行った。
　その結果８００ｋｇの砂、礫、石を含む乾燥した処理済み土壌が７４０～７５０ｋｇ回
収され、処理前の重油臭も完全になくなっていた。
　光イオン化超高感度揮発性有機化合物（ＶＯＣ）検出器による検査でも揮発性成分は検
出限界である0.1ppm以下であり、さらに得られた土壌から油分の難揮発性有機成分検出が
ないことを完全に証明するため、処理済み土壌を有機溶剤にてソックスレー抽出後、高感
度カスクロマトグラフィー―質量スペクトル測定によりその汚染有機成分の有無を確認し
たが、検出下限界以下であり、完全に処理できたものと判断された。
【００３３】
実施例３
　使用済み潤滑油５ｍａｓｓ％、水分２ｍａｓｓ％を含む汚染土壌白土２００ｋｇを用い
る以外は、実施例１と同様にして処理を行った。
　その結果８００ｋｇの乾燥した処理済み白土が７４０ｋｇ回収され、処理前の潤滑油臭
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も完全になくなっていた。光イオン化超高感度揮発性有機化合物（ＶＯＣ）検出器による
検査でも揮発性成分は検出限界である０．１ｐｐｍ以下であり、さらに得られた処理済み
白土から油分や潤滑成分の難揮発性有機成分検出がないことを完全に証明するため、処理
済み土壌を有機溶剤にてソックスレー抽出後、高感度カスクロマトグラフィー―質量スペ
クトル測定によりその汚染有機成分の有無を確認したが、検出下限界以下であり、完全に
処理できたものと判断された。
【００３４】
実施例４
　軽油を１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％、水分を１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％を含む汚染土
壌２００ｋｇを用いる以外は、実施例１と同様にして処理を行った。
　その結果８００ｋｇの砂、礫、石を含む乾燥した処理済み土壌が７６０～７８０ｋｇ回
収され、処理前の軽油臭も完全になくなっていた。光イオン化超高感度揮発性有機化合物
（ＶＯＣ）検出器による検査でも揮発性成分は検出限界である０．１ｐｐｍ以下であり、
さらに得られた土壌から油分の難揮発性有機成分検出がないことを完全に証明するため、
処理済み土壌を有機溶剤にてソックスレー抽出後、高感度カスクロマトグラフィー―質量
スペクトル測定によりその汚染有機成分の有無を確認したが、検出下限界以下であり、完
全に処理できたものと判断された。
　より高揮発性の油分であるガソリンやナフサで汚染された土壌は上記実施例と同一条件
で完全に無害化された。
【００３５】
実施例５
　チャコール豊新社製ＣＥＣ－３９００Ｆ型に発生する気体を冷却するための冷却機と捕
集するフィルターを設置し、汚染土壌の処理を行い、重油１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％、
トリクロロエチレンを１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％、水分を１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％
を含む汚染土壌２００ｋｇを用いる以外は、実施例１と同様にして処理を行った。
　その結果８００ｋｇの砂、礫、石を含む乾燥した処理済み土壌が７５０～７８５ｋｇ回
収された。排気口からフィルター捕集後のガスを集め、高感度カスクロマトグラフィー―
質量スペクトル測定により分析した。
　さらに得られた土壌から油分の難揮発性有機成分検出がないことを完全に証明するため
、処理済み土壌を有機溶剤にてソックスレー抽出後、高感度カスクロマトグラフィー―質
量スペクトル測定によりその汚染有機成分の有無を確認したが、検出下限界以下であり、
完全に処理できたものと判断された。
【００３６】
実施例６
　チャコール豊新社製ＣＥＣ－３９００Ｆ型に発生する気体を冷却するための冷却機と捕
集するフィルターを設置し、汚染土壌の処理を行い、重油１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％、
有機リン化合物を１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％、水分を１ｍａｓｓ％～２ｍａｓｓ％を含
む汚染土壌２００ｋｇを用いる以外は、実施例１と同様にして処理を行った。
　その結果８００ｋｇの砂、礫、石を含む乾燥した処理済み土壌が７５０～７８５ｋｇ回
収された。排気口からフィルター捕集後のガスを集め、高感度カスクロマトグラフィー―
質量スペクトル測定により分析した。
　さらに得られた土壌から油分の難揮発性有機成分検出がないことを完全に証明するため
、処理済み土壌を有機溶剤にてソックスレー抽出後、高感度カスクロマトグラフィー―質
量スペクトル測定によりその汚染有機成分の有無を確認したが、検出下限界以下であり、
完全に処理できたものと判断された。
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